
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

移住人 03 佐藤
さ と う

 貴紀
たかのり

(1994 年生) 

 ⼤学の実習で 1 週間、⿅島神宮例祭・神幸祭に奉仕したことが
きっかけで、その後の助勤や祭典の⾒学を通し⿅島神宮は他の神
社に⽐べて街の⽅々との関係が⾝近であることに魅⼒を感じた。
⿅島神宮から⼤学に求⼈の募集がないことから⾃らを売り込み、
採⽤試験を突破して、神職としての道を 2017 年４⽉から⿅嶋で
歩み始めた。 
 ⽗親が⽇光東照宮で神職とて奉仕していたこともあり、⼩学⽣
の頃には将来なりたい職業として神職を作⽂でも書いていた。⾼
校受験では國學院栃⽊⾼校に進学し、⼤学は國學院⼤學を卒業し
た。神職になるためには國學院⼤學や皇學館⼤学などを始め、専
⾨の機関で神職としての知識を⾝につけ、神社本庁より神職とし
ての資格※１（階位）を取得することが必要となる。⿅島神宮に
奉職すると出仕（神職⾒習）の期間があり、現在は権禰宜として
勤めている。⿅島神宮の神職は宮司・権宮司・禰宜・権禰宜・出
仕の職階※２に分かれている。更に神職は神職⾝分※３というも
のもあり、６段階に分かれる。神職⾝分によって普段⾝につける
袴や祭典時の装束も既定のものを⾝に付けなくてはならない。 
 ⽣活⾯においては、⾃然豊かな⽇光市出⾝ということもあり、
⼩さい頃から⾷卓には⿅の料理が並んでいたが、⿅は⿅島神宮に
おいて神様の遣いとされており、現在⿅の料理を⼝にすることは
できない。 
 私が⿅嶋に来て⿅島神宮の神職として⽬指すところは、武甕槌
⼤神に誠⼼誠意奉仕することと、⿅島神宮の伝統を後世に繋ぐ⻭
⾞としての役割を果たしたい。神職は、神様と⼀般の⽅とを取り
次ぐ役割（仲執持）を担っている。⼈々の祈りを神様にお伝えで
きるよう真⼼を込めて年間の祭典を始め、⽇々の御祈祷、境内の
清掃などを奉仕をしている。 
 地域の⽅とは、総代⽅様⽅をはじめ、⽒⼦委員会・ともえ会・
かなめ会などのお付き合いから、⿅嶋の⼈の暖かさを感じてい
る。神社は地域の⽅々の⽀えがあった上で成り⽴っているもので
ある。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宗教法人鹿島神宮(2017 年 4 月奉職)と神職としての仕事 
※１ 
神社本庁では、「階位検定及び授与に関する規程」によ
り、以下の 5 つの階位区分がある。明階までは所定の
研修を受けることにより昇進が可能である。なお、階位
の名称は神道で徳⽬とする「浄明正直」（浄く明く正し
く直く）から取られたものである。 
浄階（じょうかい） 
階位の最⾼位で、⻑年神道の研究に貢献した者に与え

られる名誉階位。 
明階（めいかい） 
別表神社の宮司及び権宮司になるために必要な階位。

この階位であれば、勅裁を要する伊勢神宮の⼤宮司以
外ならどこの神社の宮司にもなれる。 
正階（せいかい） 
別表神社の禰宜及び宮司代務者になるために必要な

階位。 
権正階（ごんせいかい） 
⼀般神社の宮司及び宮司代務者、別表神社の権禰宜に

なるために必要な階位。 
直階（ちょっかい） 
⼀般神社の禰宜及び権禰宜になるために必要な階位。 

※２ 
神社の規模や由緒によって異なるが、⼀般的には、「宮司」（ぐうじ）・「禰宜」（ねぎ）・「権禰宜」（ごんねぎ）が置かれている。原則として宮司・禰宜は各神
社に 1 名ずつである。別表神社の⼀部では、宮司の下に「権宮司」（ごんぐうじ）や複数の禰宜を置いている。簡単にいえば、宮司は神社の代表者、権宮司
は副代表者、禰宜は宮司の補佐役、権禰宜は⼀般職員である。神宮は特別で、「祭主」・「⼤宮司」・「少宮司」・「禰宜」・「権禰宜」・「宮掌」・「出仕」・「出仕前」
を置いている。この他、権禰宜以下の神職である「宮掌」（くじょう）・「主典」（しゅてん）・「典仕」（てんじ）、神職⾒習いである「出仕」（しゅっし）など
がある。 
 
【別表神社】 
昭和 21 年（1946 年）2 ⽉ 2 ⽇の神社の国家管理の廃⽌に伴い、公的な社格の制度（近代社格制度）が廃⽌されたため、それに代わるものとして昭和 23 年

（1948 年）に定められた。社格制度廃⽌後は、全ての神社は対等の⽴場であるとされた（伊勢神宮を除く）。しかし、旧の官国幣社や⼀部の規模の⼤きな神
社については、神職の進退等に関して⼀般神社と同じ扱いをすると不都合があることから、「役職員進退に関する規程」において特別な扱いをすることと定
めている。その対象となる神社が同規程の別表に記載されていることから、「別表に掲げる神社」（別表神社）と呼ばれる。 
別表神社は、⼈事の⾯で以下のような特別の扱いがされる。 
・⼀定以上の基準に達すれば宮司の下に権宮司を置くことが認められる 
・宮司・権宮司は明階以上の階位を有する者でなければ任⽤されない（⼀般神社では権正階以上） 
・禰宜は正階以上の階位を有する者でなければ任⽤されない（⼀般神社では直階以上） 
・権禰宜は権正階以上の階位を有する者でなければ任⽤されない（⼀般神社では直階以上） 
・宮司・権宮司の在任中の⾝分は特級、⼀級・⼆級上以外の者は⼆級とする 
・宮司・権宮司の任免は各都道府県の神社庁⻑の委任事項としない（神社本庁統理の直接任免とする） 
当初の別表神社は旧官国幣社のみであったが、昭和 26 年（1951 年）に「別表に掲げる神社選定に関する件」という通達が出され、官国幣社以外で新たに

別表神社に加える神社の選定基準が⽰された。それは以下のものである。 
・由緒・社殿・境内地などの神社に関する施設の状況・常勤の神職の数・最近 3 年間の経済状況・神社の活動状況・⽒⼦崇敬者の数および分布状況 

※３ 
神社本庁では、「神職⾝分に
関する規程」により、特級、
⼀級、⼆級上、⼆級、三級、
四級という⾝分の区分があ
る。 
⾝分の選考は経歴・神社界
に対する功績をもとに⾏わ
れる。「神社本庁統理、神宮
⼤宮司は特級」、「神宮少宮
司は⼀級」、「神宮禰宜、別
表神社の宮司および権宮司
は⼆級上または⼆級（三級
以上・正階以上）」という基
準があるが、昇級は基本的
に各都道府県神社庁⽀部へ
の貢献度、神職としての評
価、実績による。 


